
14-07-16; H :46AM;

匝区羽
平成25年(東)第175号和解仲介手続申立事件
申立人^

被申立人東京電力株式会社

原子力損害1割賞紛争解決センター御中

仲介委員安藤武久先生

丸山裕司先生

蓑毛誠子先生

;0362125700

回答書

(D 4 )

頭省事件にっいて, D4世帯に関して提示された平成26年4月30日付け和解契
約書(全部和解)(案)(以下「本和解案」といいます。)にっいて,以下のとおり
回答します。

# 3/ 4

直送済

第1

被申立人代理人弁護土

回答

被申立人は,平成26年6月30日の進行協議期日及び同年7月2日付ビ連絡の内
容を踏まえ,本和解案にっいて貴パネルの考え方を踏まえ慎重に検討いたしましたが,
貴パネノレより提示された平成26年3月20日付け和解案提示理由書に記載されて
いる以下の点に係る本和解案の項目を除き,本和解案を受諾いたします。

蕨平地区に所在tる土地・建物等の財物損害にっいて,その価値減少率を全損と
評価している点

同

平成26年7月16日

棚

第2

村

上

理由

友

野

本和解案における上記の点は,居住御邦艮区域に指定されてぃる蕨平地区内に所在す
る土地'建物の財物賠償にっいて,帰還困難区域と同等の賠償水準を認めるものです。

・御
一昼ト

讐醸捗
澗

同
同



14-07-16;11:46AM;

蕨平地区は,平成24年7月17日の区域再編の際,計画的避難区域から,居住制

限区域に再編されています。そして,中間指針第二漢追補を踏まえて地元自治体と協

議の上策定された平成24年7月20日付け経済産業省発表の「避難指示区域の見直

しに伴う賠償基準の考え方について」にょれば,賠償基準として,帰還困難区域に対

する賠償と居住制限区域に対する賠償とで明確に差異が設けられておりまナ。

居住飼邱艮区城に指定されている蕨平地区に閲し,実際にいっ帰還可能となるかにっ

いては,今後の放射線量の推移,除染の進行具合,避難指示の解除に係る各行政機関

の政策的判断や帰還に向けての具体的な取り組みによっても影響されるものである

ところ,現時点の状況を踏まえても,蕨平地区において,本件事故後6年間が経過す

る平成29年3月まで住民の帰還が困難である,などとは断定することができないと

いうぺきで,、(現時点は,本件事故から3年余が経過したにとどまりま,、。)。

したがって,本件事故後6年問経過するまでに帰還が可能かどうか不明確である現

時点において,申立人各世帯の個別具体的な事情を劃酌することなく,蕨平地区にお

いて,一律に帰還困難区域と同等の精神的損害の賠償を実施,、ることは,中間指針第

二欧追補等に基づき,賠償金の算定方法に差異を設けている現行の賠償実務に混乱を

生じさせ,迅速かつ公平な賠償実務の実現を阻害,、るおそれがあるものと思料いたし

ま,、。

なお,蕨平地区に生活の本拠としての住居を有していた方で,居住制限区域につい

;03621t5700

て移住することが合理的と認められる場合,中間指針第四次週補に基づき,帰還する

揚合の各々について住居確保に係る損害を船支払いいたしま,、が,本件申立人は本件

#U

事故時に蕨平地区に生活の本拠としての住居を有していた訳ではなく,住居確保損害

についてお支払いすることはできません。従って,避難指示解除割合を乗じた金額を

上限として受諾させていただきます。具体的には一部和解でお支払いさせていただい

た 3,9 94,6 7 9円に弁護土費用 119,841円を加えた4, 114,520

円に限り受諾させていただきま,'。

以上

2
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平成25年(東)第175号,第1490号和解仲介手続申立事件

申立人.^_ほか100名,^様か9名
被申立人東京電力株式会社

原子力損害賠償紛争解決センター御中

仲介委員安藤武久先生

丸山裕司先生

蓑毛誠子先生

;C3621257卯

回答書

(J 3)

頭書事件について, J3世帯に関して提示された平成26年4月23日付け全部和

解案及び5月8日付ご修正案(以下「本和解案」といいます。)にっいて,以下のと

おり回答します。

8/ 12

第1

被申立人代理人弁護士

回答

同

被申立人は,平成26年6月30日の進行協議期日及び同年7月2日付ビ連絡の

内容を踏まえ,本和解案にっいて貴パネルの考え方を踏まえ慎重に検討いたしまし

たが,貴パネルより提示された平成26年3月20日付け和解案提示理由書に記戦

されている以下の点に係る本和解案の項目を除き,本和解案を受諾いたしまず。

①本件事故当時,飯舘村蕨平地区(居住制限地区)に住居を有していた申立人

らの避難に係る精神的損害(中間指針第二炊追補第2の1 (1)(指針)皿)

②)の賠償として,平成28年4月~平成29年3月までの期間についての賠

償を認めている点

②本件事故発生後,蕨平地区に留まり続けた申立人について妊婦又は子供につ

き 1人100万円,それ以外の者につき 1人50万円の精神的損害の増額をし

ている点

平成26年7月16日

棚 村

柳

友

擇

●1
佳綱曾

躯詠
美

同
同
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第2 理由

1 上記第1の①の点について

本和解案における上記第1の①の点は,居住制邱艮区域に指定されている蕨平地区

に生活の本拠としての住居を有していた申立人らについて,精神的担害の賠償対

象期問について,帰還困難区域と同等の賠償水準を認めるものです。

蕨平地区は,平成24年7月17日の区域再編の際.計画的避難区域から,居住

制限区域に再編されています。そして,中問指針第二徐追補を踏まえて地元自治

体と協議の上策定された平成24年7月20日付け経済産業省発表の「避難指示

区域の見直しに伴う賠償基準の考え方について」によれぱ,賠償基準として.帰

還困難区域に対する賠償と居住制限区域に対する賠償とで明確に差異が設けられ

ております。

居住制限区域に指定されている蕨平地区に関し,実際にいつ帰還可能となるかに

ついては,今後の放射線量の推移,除染の進行具合,避難指示の解除に係る各行

政機関の政策的判断や帰還に向けての具体的な取り組みによっても影響されるも

のであるところ.現時点の状況を踏まえても,蕨平地区において,本件事故後6

年間が経過する平成29年3月まで住民の帰還が困難である,などとは断定する

ことができないというべきでサ、(現時点は,本件事故から3年余が経過したにと

どまります。) 0

したがって.本件事故後6年問経過,、るまでに帰還が可能かどうか不明確である

現時点において,申立人各世帯の個別具体的な事情を轡酌することなく,蕨平地

区において,一律に帰還困難区域と同等の精神的損害の賠償を実施することは,

中問指針第二扶追補等に基づき,賠償金の算定方法に差異を設けている現行の賠

償実務に混乱を生じさせ,迅速かつ公平な賠償実務の実現を阻害するおそれがあ

るものと思料いたします。

036t1267卯 # S/ 1t

2

2 上記第1の②の点について

上記第1の②の点については,本件事故発生後,蕨平に留まり続けた申立人につ

いて,放射線被ぱくへの恐怖や不安を抱き,今後も抱き続けるであろうことに関

する精神的苦痛に関する慰謝料として,妊婦又は子供につき1人100万円,そ

れ以外の者にっき1人50万円の精神的損害の増額をするというものです。

上申書(平成26年4月4日付け)で述べましたと船り,低線量被ぱくに関する

科学的知見や実際のデータに照らせぱ,申立人らにかかる損害賠償を基礎付ける

だけの具体的な権利侵害があったとはいうことができず,現時点で,個別具体的

な事情を桝酌することなく,かかる精神的損害の一律に増額をすることについて,

は,互鍛の精神に基づく当事者問の和解の範囲を超えるものと思料いたしま,、(な
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お,長泥地区の集団申立事件の和解案においては,同様の慰謝料の増額の和解案

が示されていますが,当該事案においても,同地区が帰還困難区域に指定されて

いること等にかんがみ,慰謝料としてではなく,あくまで解決金的性格を有する

金銭給付として受諾したにとどまります。なお.同件は,帰還困難区域に指定さ

れた長泥地区の事案であり,本件とは基礎的事情が異なりまt。)。

3 土地・建物等の財物損害の賠償について

なお,平成26年3月20日付け和解案提示理由書において、蕨平地区に所在す

る土地・建物等の財物損害についてその価値減少率を全損と評価している点にうき

ましては,上記1で述べたとおり.中問指針等を踏まえた公平かつ適正な賠償とい

う観点からは,これを全損とする損害評価については受け入れることができません。

しかしながら,中問指針第四次追補に基づき,居住柳邦艮区域について移住,、るこ

とが合理的と認められる揚合,帰還する場合の各々について住居確保に係る損害を

お支払いすることを踏まえ,和解案尊重及び早期解決を図るとの観点から,本和解

案についても,かかる住居確保損害を含む和解案として捉えて,本件限りの解決方

法として,今後これとは別に中問指針第四次追補に基づく住居確保損害の賠償請求

がなされたとしても,お支払い済みの分についてはご請隶には応ずることができな

いことを前提として,貴センターの和解案を受諾することといたしまt。

;B6212う70) # 10/ 12

4 その余の点について

帰還困難区域と同等の賠償については受け入れることができませんが,和解案

尊重及び早期解決を図るとの観点から,本件限りの解決方法として,提示された金

額を受諾いたします。なお,農機具のうち軽トラック等の特殊車両以外の車両につ

いては,特例抹消登録の手続き及び検査記録事項等証明書などの書類の提出をいた

だきたいと思料いたしま,'。

以上

3


